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４ 議事日程 

日程 

番号 

議案 

番号 
件 名 摘 要 

１  会期決定  

２  会議録署名議員指名  

３  副議長の選挙  

４  諸報告  

５  管理者提案理由説明  

６ ８ 
鳥栖地区広域市町村圏組合監査委員の選任につい

て（関係市町の副市町長のうちから選任） 

提案理由説明 

質疑討論採択 

７ ９ 
鳥栖地区広域市町村圏組合個人情報の保護に関す

る法律施行条例の一部を改正する条例 
〃 

８ １０ 
令和７年度鳥栖地区広域市町村圏組合一般会計補

正予算（第１号） 
〃 

９ １１ 
令和７年度鳥栖地区広域市町村圏組合介護保険特

別会計補正予算（第１号） 
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１０ １２ 
令和６年度鳥栖地区広域市町村圏組合一般会計決

算認定 
〃 

１１ １３ 
令和６年度鳥栖地区広域市町村圏組合介護保険特

別会計決算認定 
〃 

１２ １４ 
鳥栖地区広域市町村圏組合議会の個人情報の保護

に関する条例の一部を改正する条例 
〃 

１３ １５ 
鳥栖地区広域市町村圏組合情報公開・個人情報保護

審査会条例の一部を改正する条例 
〃 
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（１５：０５開会） 

松隈議長 

本日、鳥栖地区広域市町村圏組合告示第８４９号におきまして、本組合の定例会が

招集されました。 

ただいまの出席議員は１３名であります。 

よって、定足数に達しておりますので、本日の議会は成立いたしました。 

日程に入ります前に、新しく組合議員になられました方を紹介させていただきます。 

基山町から令和７年４月２３日付けで選出され、組合議員に就任されました、末次 

明議員、佐々木敎雄議員です。 

ご挨拶をお願いいたします。 

 

末次議員 

４月２３日から、基山町議会議長に就任し、同時に、鳥栖地区広域市町村圏組合の

議員となりました末次明でございます。今後ともよろしくお願い申し上げます。 

 

佐々木議員 

基山町の佐々木敎雄と申します。 

この鳥栖地区広域市町村圏組合、私も、なかなか勉強不足ですけども、非常に興味

のあるところでございますので、しっかり勉強させていただきたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

 

松隈議長 

それでは、議事に入らせていただきます。 

日程第１、会期の件を議題といたします。 

会期は、本日１日間としたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

 

〔 「異議なし」と呼ぶ者あり 〕 

 

松隈議長 

ご異議なしと認めます。 

よって会期は本日 1 日間と決定いたしました。 
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松隈議長 

日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員につきましては、会議規則第９４条の規定により、議長において、

和田晴美議員並びに寺﨑太彦議員を指名いたします。 

 

松隈議長 

本年４月２３日に大川隆城議員より、副議長の辞職願が提出されましたので、受理

しましたことをご報告いたします。 

よって、日程第３、副議長選挙を行います。 

副議長の選挙方法につきましては、地方自治法第１１８条第３項の規定により、指

名推選によりたいと思います。これにご異議ございませんか。 

 

〔 「異議なし」と呼ぶ者あり 〕 

 

松隈議長 

それでは、指名推選をお願いいたします。 

 

平野議員 

 議長。 

 

松隈議長  

 平野議員。 

 

平野議員 

 副議長の推選をさせていただきます。 

これまで本組合の副議長は、三養基郡議長会会長が務められておりますので、基山

町議会議長の末次明議員を推選したいと思います。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

松隈議長  

只今、副議長の選挙につきまして、平野議員から末次明議員を推選されましたが、

これにご異議ございませんか。 

  



 6 

〔 「異議なし」と呼ぶ者あり 〕 

 

松隈議長 

ご異議なしと認めます。 

よって、末次明議員が副議長に当選されました。 

只今副議長に当選されました末次明議員が本席におられますので、告知いたします。 

副議長就任の承認とあいさつをお願いします。 

 

末次副議長 

ただいま、皆様より、指名推選ということで、副議長職を仰せつかりました。 

心より感謝を申し上げ、謹んでお受けいたします。 

これから副議長として、誠心誠意努めていく所存でございますので、皆様方のご協

力並びにご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げまして、副議長就任の挨拶とい

たします。 

よろしくお願いいたします。 

 

松隈議長 

おめでとうございました。 

よろしくお願いいたします。 

 

松隈議長 

 日程第４、諸報告につきましては、事前に配付いたしておりますので、報告にかえ

させていただきます。 

 

松隈議長 

 日程第５、管理者提案理由の説明を求めます。 

 

向門管理者 

議長。 

 

松隈議長 

 向門管理者。 
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向門管理者 

それでは、提案理由の説明を申し上げます。 

本日、ここに令和７年８月鳥栖地区広域市町村圏組合議会定例会を招集いたしまし

て、令和７年度一般会計及び介護保険特別会計補正予算、令和６年度一般会計及び介

護保険特別会計決算認定など６議案について、ご審議をお願いすることといたしまし

た。 

本組合の介護保険を取り巻く状況について申し上げますと、令和７年６月末現在、

人口は１２万７，６００人で、このうち６５歳以上の人口は３万５，１０６人となっ

ており、高齢化率は２７．５１％となっております。 

本組合における要介護認定者数につきましては、６，１７４人、前年同月比で７７

人、率にして１．３％の増となっております。 

また、要介護認定者の認定率は、約１７．４２％、前年同月比で率にして０．２％

の増となっております。 

今年度は、第９期介護保険事業計画の２年目になります。介護保険を取り巻く環境

は、年々厳しさを増しておりますが、第９期介護保険事業計画に基づき、給付適正化

や介護予防事業の充実などを図り、介護保険事業の適正かつ安定的な運営に努めてま

いる所存でございます。 

それでは、ご提案いたしました議案の概要を申し上げます。 

令和７年度一般会計及び介護保険特別会計補正予算につきましては、令和６年度決

算に伴う国、県、各構成市町への返還金、基金への積立金などを計上いたしておりま

す。 

次に、令和６年度一般会計歳入歳出決算につきましては、歳入総額８，９０２万８，

７８０円、歳出総額８，８７６万３，４６５円となっており、歳入歳出差引額は、２

６万５，３１５円となっております。 

また、令和６年度介護保険特別会計歳入歳出決算につきましては、歳入総額１０８

億２，０３５万５，９２４円、歳出総額１０３億７，０７７万３，５５９円となって

おり、歳入歳出差引額は、４億４，９５８万２，３６５円となっております。 

その他の議案につきましては、提案理由を記述しておりますので、説明を省略いた

します。 

以上をもちまして、提案理由の説明を終わらせていただきますが、詳細につきまし

ては事務局より説明いたしますので、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げま

す。 
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松隈議長 

はい、ありがとうございました。 

 

松隈議長 

 日程第６、議案第８号、鳥栖地区広域市町村圏組合監査委員についてを、議題とい

たします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

向門管理者 

議長。 

 

松隈議長 

 向門管理者。 

 

向門管理者 

ただいま議題となりました、議案第８号の鳥栖地区広域市町村圏組合監査委員の選

任につきまして、提案理由のご説明をいたします。 

議案書の２ページをお願いいたします。 

本組合監査委員につきましては、組合規約第１３条第２項の規定により、組合の議

会の同意を得て、組合議員及び関係市町の副市町長のうちから選任することとなって

おり、関係市町の副市町長のうちからの監査委員につきましては、基山町副町長であ

った熊本弘樹氏を選任いたしておりましたが、本年４月に退任されたことから、現在

は欠員となっております。 

前条の規定により、今回、後任として、上峰町副町長である戸髙大輔氏を監査委員

に選任いたしたく、議会の同意を求めるものでございます。 

よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

 

松隈議長 

はい、ありがとうございました。 

ではこれより質疑を行います。 

 

〔 「なし」と呼ぶ者あり 〕 
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松隈議長 

質疑を終わります。 

本案は、討論を省略して直ちに採決を行います。 

議案第８号について、原案のとおり同意することにご異議ございませんか。 

 

〔 「異議なし」と呼ぶ者あり 〕 

 

松隈議長 

 ご異議なしと認めます。 

よって、議案第８号、鳥栖地区広域市町村圏組合監査委員の選任について、原案の

とおり同意することに決しました。 

 

松隈議長 

この度、監査委員になられました戸髙監査委員よりご挨拶をお願いいたします。 

 

戸髙監査委員 

 ただいま、監査委員に同意いただきました上峰町副町長の戸髙大輔と申します。 

これから誠心誠意職務を遂行して参りますので、どうぞよろしくお願い申し上げま

す。 

 

松隈議長 

ありがとうございました。 

 

松隈議長 

 日程第７、議案第９号、鳥栖地区広域市町村圏組合個人情報の保護に関する法律施

行条例の一部を改正する条例を、議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

大石事務局長 

 議長。 

 

松隈議長 

 大石事務局長。 
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大石事務局長 

 ただいま議題となりました、議案第９号、鳥栖地区広域市町村圏組合個人情報の保

護に関する法律施行条例の一部を改正する条例につきましてご説明いたします。 

令和７年８月組合議会定例会議案書の３ページをお願いいたします。 

本条例につきましては、本年３月の鳥栖市議会定例会において、鳥栖市個人情報の

保護に関する法律施行条例が改正され、従来、個人情報ファイル簿の対象が１，００

０人以上であったものをすべて対象とすることとなったことから、本組合においても

同様の改正を行うものでございます。 

なお、施行は公布の日とし、個人情報ファイル簿の作成及び公表につきましては、

今後 1 年間の経過措置を設けております。 

以上で説明を終わります。 

よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

  

松隈議長 

はい、説明が終わりました。 

これより質疑を行います。 

 

 〔 「なし」と呼ぶ者あり  〕 

 

松隈議長 

 質疑を終わります。 

本案は、討論を省略して直ちに採決を行います。 

議案第９号について、原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

 

〔 「異議なし」と呼ぶ者あり 〕 

 

松隈議長 

 ご異議なしと認めます。 

よって、議案第９号、鳥栖地区広域市町村圏組合個人情報の保護に関する法律施行

条例の一部を改正する条例は、原案のとおり決しました。 
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松隈議長 

日程第８、議案第１０号、令和７年度鳥栖地区広域市町村圏組合一般会計補正予算 

（第１号）についてを、議題といたします。 

事務局の説明を求めます。 

 

大石事務局長 

 議長。 

 

松隈議長 

 大石事務局長。 

 

大石事務局長 

 ただいま議題となりました、議案第１０号、令和７年度鳥栖地区広域市町村圏組合

一般会計補正予算（第１号）についてご説明いたします。 

令和７年度予算関係議案の１ページをお願いいたします。 

今回の補正予算は、令和６年度決算に伴う精算及び国、県、構成団体への返還を行

うもので、歳入歳出予算それぞれに２２６万９，０００円を追加し、予算総額を１億

１，２７９万９，０００円とするものでございます。 

１２ページをお願いいたします。 

歳入について申し上げます。 

款４繰入金、項１介護保険特別会計繰入金、目１介護保険特別会計繰入金、節１介

護保険特別会計繰入金、２００万５，０００円につきましては、令和６年度の低所得

者保険料軽減に対する構成団体の負担金及び国庫支出金等の精算分を計上いたして

おります。 

次に、款５繰越金、項１繰越金、目１繰越金、節１繰越金、２６万４，０００円は

一般会計の決算に伴う繰越金として計上いたしております。 

１３ページをお願いいたします。 

歳出について申し上げます。 

款１運営費、項１運営費、目１運営費、節２２償還金利子及び割引料、２２６万９，

０００円は、令和６年度決算に伴う国、県及び構成団体への負担金の返還金を計上い

たしております。 

なお、構成団体及び国等への返還額につきましては、右側の説明欄の通りでござい

ます。 
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以上で一般会計補正予算の説明を終わります。 

よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

 

松隈議長 

 はい、説明が終わりました。 

これより質疑を行います。 

 

 〔 「なし」と呼ぶ者あり  〕 

 

松隈議長 

質疑を終わります。 

本案は、討論を省略して直ちに採決を行います。 

議案第１０号について、原案通り決することにご異議ございませんか。 

 

〔 「異議なし」と呼ぶ者あり 〕 

 

松隈議長 

 ご異議なしと認めます。 

よって議案第１０号、令和７年度鳥栖地区広域市町村圏組合一般会計補正予算（第

１号）については、原案の通り決しました。 

 

松隈議長 

日程第９、議案第１１号、令和７年度鳥栖地区広域市町村圏組合介護保険特別会計

補正予算（第１号）についてを、議題といたします。 

事務局の説明を求めます。 

 

森岡介護保険課長 

 議長。 

 

松隈議長 

 森岡介護保険課長。 
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森岡介護保険課長 

ただいま議題となりました、議案第１１号、令和７年度鳥栖地区広域市町村圏組合

介護保険特別会計補正予算（第１号）についてご説明いたします。 

令和７年度予算関係議案書の５ページをお願いいたします。 

今回の補正は、令和６年度決算に伴う繰越金の整理が主なものでございます。 

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４億４，９５８万１，０００円を追加し、 

補正後の予算額を歳入歳出それぞれ１１０億８，５１３万４，０００円とするもので

ございます。 

詳細につきましては１８ページをお願いいたします。 

歳入についてご説明いたします。 

款９繰越金、項１繰越金、目１繰越金、節１繰越金、４億４，９５８万１，０００

円につきましては、令和６年度決算に伴う歳入歳出差引額を繰越金として計上するも

のでございます。 

１９ページをお願いいたします。 

歳出についてご説明いたします。 

款５基金積立金、項１基金積立金、目１介護給付費準備基金積立金、節２４積立金、

１億１，５６９万７，０００円につきましては、令和６年度の決算によります繰越金

の整理に伴う介護保険料余剰分の基金への積立金を計上しております。 

款７諸支出金、項１償還金及び還付加算金、目２償還金、節２２償還金利子及び割

引料、３億３，１８７万９，０００円につきましては、令和６年度の決算による繰越

金の整理に伴う構成団体への負担金返還金及び国庫支出金等返還金を計上いたして

おります。 

２０ページをお願いいたします。 

項２繰出金、目１一般会計繰出金、節２７繰出金、２００万５，０００円につきま

しては、令和６年度の決算によります低所得者保険料軽減負担金の構成団体への返還

金及び国庫支出金等の返還金を計上いたしておるものでございます。 

以上、介護保険特別会計補正予算の説明を終わります。 

よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

 

松隈議長 

 はい、説明が終わりました。 

これより質疑を行います。 
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 〔 「なし」と呼ぶ者あり  〕 

 

松隈議長 

質疑を終わります。 

本案は、討論を省略して直ちに採決を行います。 

議案第１１号について、原案通り決することにご異議ございませんか。 

 

〔 「異議なし」と呼ぶ者あり 〕 

 

松隈議長 

ご異議なしと認めます。 

よって議案第１１号、令和７年度鳥栖地区広域市町村圏組合介護保険特別会計補正

予算（第 1 号）については、原案の通り決しました。 

 

松隈議長 

 日程第１０、議案第１２号、令和６年度鳥栖地区広域市町村圏組合一般会計決算認

定についてを、議題といたします。 

事務局の説明を求めます。 

 

大石事務局長 

 議長。 

 

松隈議長 

 大石事務局長。 

 

大石事務局長 

 ただいま議題となりました、議案第１２号、令和６年度鳥栖地区広域市町村圏組合

一般会計決算についてご説明いたします。 

配布資料の令和６年度鳥栖地区広域市町村圏組合歳入歳出決算書の１ページ、２ペ

ージをお願いいたします。 

令和６年度の本組合の歳入歳出決算会計別総括表でございます。 

１ページの表上段、一般会計の収入済額は８，９０２万８，７８０円で、不納欠損

額、収入未済額はございません。 
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２ページに移りまして、支出済額は８，８７６万３，４６５円で、執行率９９．７％ 

不用額２６万６，５３５円となっております。 

次に６ページをお願いいたします。 

一般会計歳入歳出決算書でございます。 

款別の歳入歳出額並びに歳入歳出差引額を記載いたしております。 

歳入歳出差引額は２６万５，３１５円となっており、全額、令和 7 年度への繰越金

となっております。 

続きまして、２７ページ、２８ページをお願いいたします。 

歳入歳出の主なものについて、事項別明細書でご説明いたします。 

まず歳入について申し上げます。 

款１分担金及び負担金のうち、節１運営費負担金につきましては、主に議会運営な

ど組合の運営経費に対する構成団体負担金でございます。 

節２低所得者保険料軽減負担金は、低所得の被保険者に対する軽減にかかる費用を

構成団体が負担したものでございます。 

次に款２国庫支出金、款３県支出金につきましては、低所得者保険料軽減負担金と

して、国、県が負担したものでございます。 

款５繰越金につきましては、令和５年度決算に伴う歳入歳出差引額であり、一般会

計繰越金でございます。 

以上、歳入合計８，９０２万８，７８０円となっております。 

続きまして、３１ページ、３２ページをお願いいたします。 

歳出について申し上げます。 

款１運営費は、本組合の規約などに基づく組合の管理運営に関する経費、具体的に

は、議会運営、監査、情報公開・個人情報保護審査会、出納事務、法令等の整備など

に係る経費でございます。 

節１報酬は、組合議員、監査委員、情報公開・個人情報保護審査会委員の報酬でご

ざいます。 

節２給料は、管理者及び副管理者の特別職給料でございます。 

節３職員手当等は、総務課職員の管理職手当と時間外勤務手当でございます。 

節４共済費は、派遣職員や組合議員に対する公務災害補償等組合負担金などでござ

います。 

節８旅費は、組合議員、監査委員等の出席費用弁償でございます。 

節１０需用費から節１３使用料及び賃借料につきましては、主に消耗品費、追録代、

印刷製本費、パソコンリース料などの事務費でございます。 
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節２２償還金利子及び割引料は、令和５年度決算に伴う負担金の精算による構成団

体への返還金でございます。 

節２７繰出金は、低所得者保険料軽減繰出金として、国、県、構成団体が負担した

額を一般会計から介護保険特別会計へ繰り出し、介護保険給付費などの財源としたも

のでございます。 

以上、歳出合計８，８７６万３，４６５円となっております。 

これをもちまして、令和６年度一般会計決算の説明を終わります。 

よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

 

松隈議長 

 決算審査の結果について、平野達矢監査委員からの報告を求めます。 

 

平野監査委員 

 議長。 

 

松隈議長 

 平野監査委員。 

 

平野監査委員 

 去る７月１１日に、令和６年度鳥栖地区広域市町村圏組合一般会計歳入歳出決算審

査が行なわれました。 

審査に付された歳入歳出決算書の調書は、地方自治法等関係法令に準拠して作成さ

れており、決算の計数については、現金出納簿、銀行通帳及び残高証明書等と照合し

た結果、適正に処理されているものと認められました。 

なお、決算書の末尾に決算審査意見書を添付いたしております。 

以上、決算審査報告といたします。 

 

松隈議長 

 ありがとうございました。 

それでは、質疑を行います。 

 

 〔 「なし」と呼ぶ者あり  〕 
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松隈議長 

質疑を終わります。 

本案は、討論を省略して直ちに採決を行います。 

議案第１２号について、原案通り決することにご異議ございませんか。 

 

〔 「異議なし」と呼ぶ者あり 〕 

 

松隈議長 

ご異議なしと認めます。 

よって、議案第１２号、令和６度鳥栖地区広域市町村圏組合一般会計決算認定につ

いては、原案のとおり認定することに決しました。 

 

松隈議長 

日程第１１、議案第１３号、令和６年度鳥栖地区広域市町村圏組合介護保険特別会

計決算認定についてを、議題といたします。 

事務局の説明を求めます。 

 

森岡介護保険課長 

 議長。 

 

松隈議長 

 森岡介護保険課長。 

 

森岡介護保険課長 

 ただいま議題となりました議案第１３号、令和６年度鳥栖地区広域市町村圏組合介

護保険特別会計決算認定についてご説明いたします。 

先ほどの決算書、１ページ、２ページをお願いいたします。 

歳入につきましてご説明いたします。 

収入済額１０８億２，０３５万５，９２４円、不納欠損額４９９万２，２３４円、 

収入未済額１，５２１万５，５４３円となっており、予算に対する収入比率は１００．

３％となっております。 

歳出につきましては、支出済額１０３億７，０７７万３，５５９円、執行率９６．

２％、不用額４億１，３９５万９，４４１円となっております。 
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１４ページをお願いいたします。 

款別の歳入歳出額並びに歳入歳出差引額を記載いたしており、歳入歳出の差引額は

４億４，９５８万２，３６５円となっております。 

こちらは全額、令和 7 年度への繰越金となっております。 

３７ページ、３８ページをお願いいたします。 

歳入歳出の主なものにつきまして、事項別明細書で説明をさせていただきます。 

歳入の款１保険料は、６５歳以上の方の介護保険料で、滞納繰越分を含めた全体の

収納率は９９．１８％、前年度より０．１１ポイント高くなっております。 

款２分担金及び負担金は、介護給付、地域支援事業など各事業に要する諸経費に対

し、均等割、人口割、保険給付割、高齢者人口割による負担割合で構成市町にご負担

を頂いている負担金でございます。 

市町ごとの負担額を備考欄の方に記載いたしております。 

３９ページ、４０ページをお願いいたします。 

款４国庫支出金、項１国庫負担金、目１介護給付費負担金につきましては、介護給

付費のうち、施設介護給付費及び居宅介護給付費等に対しまして、国が負担したもの

でございます。 

項２国庫補助金、目１調整交付金は、後期高齢者加入割合等に応じて、国から交付

されたものでございます。 

目２及び目３地域支援事業交付金は、介護予防・日常生活支援総合事業とそれ以外

の地域支援事業に対しまして、国から交付を受けたものでございます。 

４１ページ、４２ページをお願いいたします。 

目４保険者機能強化推進交付金は、国が、保険者が行う高齢者自立支援や重度化防

止等に関する取組を評価し、更に推進することを目的として交付したものでございま

す。 

目５介護保険保険者努力支援交付金は、国が、保険者が行う介護予防、健康づくり

に関する取り組みを評価し、さらに推進することを目的として交付したものでござい

ます。 

次に款５支払基金交付金、項１支払基金交付金は、各医療保険者から、社会保険診

療報酬支払基金に納付されました、４０歳以上６５歳未満の第２号被保険者の保険料

について、各保険者に定率で交付されたものでございまして、目１介護給付費交付金

は、介護給付費に対するもの、目２地域支援事業支援交付金は、介護予防・日常生活

支援総合事業に対するものでございます。 

款６県支出金、項１県負担金、目１介護給付費負担金は、介護給付費のうち、施設
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介護給付費と居宅介護給付費等に対して、県が負担したものでございます。 

項３県補助金は、介護予防・日常生活支援総合事業とそれ以外の地域支援事業に対

して、県から交付を受けたものでございます。 

４３ページ、４４ページをお願いいたします。 

款７財産収入、項１財産運用収入の目１利子及び配当金は、介護給付費準備基金と介

護保険円滑運営基金の預金利子でございます。 

款８繰入金、項１基金繰入金、目１介護給付費準備基金繰入金は、保険料の財源不

足を補填するための基金であります介護給付費準備基金から介護保険特別会計への

繰越金でございますが、保険給付費の減額により財源不足がなかったため、繰入金は

ございませんでした。 

項２一般会計繰入金、目１一般会計繰入金は、低所得者の保険料負担の軽減のため、

一般会計より繰り入れたものでございます。 

款９繰越金は、令和５年度の歳入歳出決算差引額でございます。  

款１０諸収入につきましては、４５ページ、４６ページをご説明のページといたし

ております。 

項３受託業務収入は、鳥栖保健福祉事務所や鳥栖市福祉事務所からの介護保険受託

業務収入であり、生活保護受給者の介護認定業務に伴う収入でございます。 

項４雑入、目２第三者納付金は、交通事故などの第三者行為によりまして、介護状

態となり、介護サービスを利用した場合の費用に係る損害賠償であり、損害保険会社

へ国保連を通じて求償したものでございます。 

目４雑入は、会計年度任用職員の雇用保険料個人負担金などでございます。 

以上、介護保険特別会計収入済総額、１０８億２，０３５万５，９２４円となって

おります。 

続きまして歳出の主なものについてご説明いたします。 

４７ページ、４８ページをお願いいたします。 

款１総務費、項１総務管理費、目１一般管理費の節１報酬から節４共済費までの主

なものにつきましては、介護保険運営協議会などの委員報酬、職員の時間外勤務手当

並びに会計年度任用職員の人件費などでございます。  

節１２委託料は、介護保険庁舎の警備、清掃委託料、介護保険システム維持管理業

務委託料、システム保守、改修業務委託料などでございます。 

４９ページ、５０ページをお願いいたします。 

節１３使用料及び賃借料は、介護保険システム、財務システムその他機器の賃借料

や使用料でございます。 
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節１８負担金補助及び交付金は、全国介護保険広域化推進協議会などへの負担金で

ございます。 

続きまして、目２賦課徴収費につきましては、保険料の賦課徴収のための事務経費

で節１報酬から節８旅費につきましては、会計年度任用職員に対する人件費、費用弁

償でございます。 

節１０需用費から節１３使用料及び賃借料につきましては、封筒代、パンフレット

代、郵便料、保険料当初賦課封入作業委託料など、保険料の賦課徴収のための事務的

経費でございます。 

５１ページ、５２ページをお願いいたします。 

目３保険給付費事業支給費は、介護保険サービス給付事務に係る諸経費でございま

す。 

目４地域密着型サービス事業費は、地域密着型サービスに係る事務的諸経費でござ

います。 

項２介護認定審査会費、目１介護認定審査会費は、介護認定審査会の委員報酬、旅

費、認定審査会システムの保守委託料及び借上料などの事務的諸経費でございます。 

５３ページ、５４ページの目２認定調査費等は、介護認定に要する認定調査員など

の会計年度任用職員の人件費、主治医意見書手数料、外部委託の訪問調査委託料など

の介護認定調査に係る諸経費でございます。 

款２保険給付費は、介護保険サービス利用に伴います保険給付に要する経費で、令

和５年度と比べ３．０％増の９０億１，４００万３，６７６円となっております。 

内訳としましては、項１介護サービス等諸費は、要介護者の介護保険サービス利用

に伴います保険給付費で、令和５年度に比べ２．７％増の８３億５９３万４，８７５

円となっております。 

５５ページ、５６ページの介護サービス給付の増額となった主なものとしまして、

目３地域密着型介護サービスの給付費が、令和５年度と比べ４．８％の増、目５施設

介護サービス給付費が５．３％の増となっております。 

目７居宅介護福祉用具購入費以降につきましては、要介護認定を受けておられる方

の福祉用具購入、住宅改修、居宅介護サービス計画などに対する給付費でございます。 

項２介護予防サービス等諸費は、要支援者の介護保険サービス利用に伴います保険

給付費で、令和５年度と比べ、１０％の増の３億７，３４３万９，４８８円となって

おります。 

介護予防サービス等諸費の増額となった主なものとしまして、目１介護予防サービ

ス給付費において、通所リハビリ、訪問看護、ショートステイなどの介護サービスに
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対する給付費が９．６％増となっておるところでございます。 

５７ページ、５８ページをお願いいたします。 

項３高額介護サービス等費は、ひと月当たりの利用者負担が負担限度額を超えた部

分をサービス費として支給したものでございます。 

項４高額医療合算介護サービス等費は、年間の医療費と介護費の利用者負担が負担

限度額を超えた部分をサービス費として支給したものでございます。 

５９ページ、６０ページをお願いいたします。 

項５特定入所者介護サービス等費は、低所得者の入所者に対しまして、施設入所の

居住費や食費等の負担軽減分を給付するものでございます。 

款３地域支援事業費は、高齢者の介護予防や地域での生活自立支援を目的とした事

業でございます。 

令和５年度と比べ、１．７％増の６億５，６４２万１，２１８円となっております。 

項１介護予防・生活支援サービス事業費、目１介護予防・生活支援サービス事業費、 

第１号訪問事業、通所事業、生活支援事業につきましては、要支援者または介護認定

を受けていないが、介護予防や生活支援が必要な高齢者を対象とする事業費でござい

ます。 

節１２委託料の通所型サービスＣ事業所委託料につきましては、要支援者の機能回

復を目的とした短期集中リハビリでございます。 

また、構成市町委託料につきましては、鳥栖市では配食サービス、基山町では住民

主体によります通所サービスなどを実施しております。 

なお、みやき町と上峰町につきましては、当該委託事業とは別の一般介護予防事業

の構成市町委託料で、その分の予算を配分して実施されております。 

６１ページ、６２ページをお願いいたします。 

節１８負担金補助及び交付金は、介護予防・生活支援サービス事業費の保険給付に

相当する分を負担するものでございます。 

目２介護予防・生活支援サービス事業費は、介護予防に向けたケアプラン作成にか

かる諸経費及び給付費でございます。 

次に、項２一般介護予防事業費、目１一般介護予防事業費は、高齢者を対象に介護

予防事業を実施するための経費で、専門職の会計年度任用職員の人件費など、事務費

及び委託料でございます。 

節１２委託料の構成市町委託料につきましては、構成市町が実施されます一般介護

予防事業として、介護予防教室、運動教室、認知症予防教室などを実施する委託料で

ございます。 
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その他、介護予防講演会に係る委託料、また、要介護者等の重度化防止等を目的に、

給付の状況、サービス提供事業者の状況等を調査分析する一般介護予防評価事業委託

料などでございます。 

６３ページ、６４ページをお願いいたします。 

項３包括的支援事業・任意事業費、目１包括的支援事業費は、７ヶ所の地域包括支

援センターに要する経費で、会計年度任用職員の人件費や需用費、役務費などの事務

費及び地域包括支援センターへの業務委託料などでございます。 

６５ページ、６６ページをお願いいたします。 

目２任意事業費は、介護事業所の給付適正化、家族介護者支援、高齢者の地域にお

ける生活支援などに要する経費で、会計年度任用職員の人件費、需用費、役務費及び

委託料などでございます。 

節１２委託料のうち、構成市町委託料は、介護用品支給、認知症サポーター養成、 

高齢者の見守り、配食サービス事業など市町がそれぞれの実情に応じて事業を実施し

ております。 

目３地域ケア会議推進事業費は、高齢者の自立支援のため、個別ケースの課題解決

を検討する地域ケア会議の事務費で、医療・介護の専門職の謝金や需用費でございま

す。 

６７ページ、６８ページをお願いいたします。 

目４在宅医療・介護連携推進事業費は、医療と介護の関係機関の相談窓口の設置と

連携強化の体制整備を推進するための事務費や委託料でございます。 

主なものは、鳥栖三養基医師会に委託しております、在宅医療・介護連携推進業務

委託料などでございます。 

目５生活支援体制整備事業費の主なものは、生活支援コーディネーターを地域包括

支援センターや構成市町に配置し、高齢者の生活支援体制づくりを行うための事務費

や委託料でございます。 

目６認知症総合支援事業費につきましては、６９ページ、７０ページでご説明をい

たします。 

本事業費は、認知症地域支援推進員を地域包括支援センターや構成市町に配置し、

必要な医療、介護及び生活支援サービスの支援体制をとるための事務委託料でござい

ます。 

款４保健福祉事業費、項１保健福祉事業費、目１保健福祉事業費は、高齢者の自立

支援、介護予防・重度化防止、給付費適正化等に要する経費でございます。 

款５基金積立金、項１基金積立金、目１介護給付費準備基金積立金につきましては、
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保険料の余剰金や利息を積み立てまして、財源不足の際に取り崩しを行うために設置

した基金への積立金でございます。 

積立金の内訳は、令和５年度の決算で発生した保険料の余剰金及び預金利子を積み

立てたものでございます。 

７１ページ、７２ページをお願いいたします。 

目２介護保険円滑運営基金積立金は、介護保険事務的経費に充てるものであり、利

息額のみを積み立てております。 

款７諸支出金、項１償還金利子及び還付加算金、目１第１号被保険者保険料還付金

は、過年度の介護保険料還付金でございます。 

目２償還金は、令和５年度分の構成団体への負担金返還金及び国庫補助金等への返

還金でございます。 

目３第１号被保険者保険料還付加算金は、目１保険料還付に際し、還付までに要し

た期間分の利子を加算したものでございます。 

項２繰出金は、令和５年度の低所得者保険料軽減負担金の構成団体負担金の精算金

でございますが、精算はございませんでした。 

以上、介護保険特別会計、支出済総額１０３億７，０７７万３，５５９円となって

おります。 

続きまして、基金につきましてご説明をいたします。 

８１ページをお願いいたします。 

高額介護サービス費等支払貸付金につきましては、高額介護サービス費の支給が見

込まれます被保険者に対し、費用を支払うための資金を無利子で貸し付ける制度でご

ざいますが、令和６年度中の増減はございませんでした。  

次に、介護給付費準備基金につきまして、財源不足が生じた際、取り崩して充当す

るための基金でございます。 

前年度末残高が１１億９８８万４，０３４円、決算年度１億４，０２１万３，１８

０円を積み立ていたしました。なお、取り崩し額は０円といたしております。 

結果、増減高は１億４，０２１万３，１８０円、年度末現在高１２億５，００９万

７，２１４円となっております。 

介護保険円滑運営基金は、介護保険事業の円滑な運営のために、事務的経費に充て

るもので、令和６年度は、利息分８４０円のみを積み立ていたしまして、年度末現在

高４２３万３，１６９円となっております。 

以上で、令和６年度介護保険特別会計決算認定についてのご説明を終わります。 

よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 
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松隈議長 

 それでは、決算審査の結果について、平野達也監査委員からの報告を求めます。 

 

平野監査委員 

 議長。 

 

松隈議長 

 平野監査委員。 

 

平野監査委員 

 介護保険特別会計決算監査報告をいたします。 

去る７月１１日に、令和６年度鳥栖地区広域市町村圏組合介護保険特別会計歳入歳

出決算審査が行なわれました。 

審査に付された歳入歳出決算書の調書は地方自治法等関係法令に準拠して作成さ

れており、決算の計数については、現金出納簿、銀行通帳及び残高証明書等と照合し

た結果、適正に処理されているものと認められました。 

なお、決算書の末尾に決算審査意見書を添付いたしております。 

以上、決算審査報告といたします。 

 

松隈議長 

 はい、ありがとうございました。 

それでは、質疑を行います。 

 

成冨議員 

 議長。 

 

松隈議長 

 成冨議員。 

 

成冨議員 

 まず、ちょっと、今説明を受けて、新たに思ったところがあるんでそこ、簡単な質

問です。 
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５５ページの一番上ですね、目３地域密着型介護サービス給付費。補正予算でどん

と落ちて、最終的に不用額がまた、７，３００万になります。 

ここ、この流れの説明を、ひょっとしたら、さっき聞き逃したかもしれませんけど、

説明をお願いします。 

 

森岡介護保険課長 

 議長。 

 

松隈議長 

 森岡介護保険課長。 

 

森岡介護保険課長 

 成富議員のご質問にお答えをいたします。 

こちらの地域密着型介護サービス給付費予算の動きにつきましては、大きく影響し

ておりますのが、認知症対応型グループホームの状況でございます。 

令和５年度に新設されたグループホームがございまして、令和６年度中につきまし

ては、入所者が増加する見込みということで予算をつけておりました。 

ただ、その中で、新設をされたものの、ユニットと申しますけれども、１ユニット

９人で運営されておりますが、当初、２ユニットを整備されている施設が、１ユニッ

ト稼働しなかったというようなこともございまして、実際に想定しておりました入所

者数まで達しておりませんでした。 

そのために、決算額としましては想定した部分まで達せず、不用額が発生してる状

況でございます。 

以上でございます。 

 

成冨議員 

 議長。 

 

松隈議長 

 成冨議員。 

 

成冨議員 

 かなり金額が大きいからですね、さっきの説明の中ででもですね、不用になった理
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由はそこまでは触れておられなかったでしょう。 

簡単にこの動きについて、もうちょっと説明を加えて欲しかったなあと思います。 

 

森岡介護保険課長 

 議長。 

 

松隈議長 

 森岡介護保険課長。 

 

森岡介護保険課長 

 成富議員のご質問にお答えをいたします。 

先ほど言いました令和５年度に新しくでき上がったということで、最終的に令和６

年度はですね、令和５年度に比べまして５％増の２５３人が年間延べ利用者としては

増えております。 

ただし、先ほど申し上げました理由によりまして、満床にならなかったということ

からも、給付見込み額を下回ったという状況でございます。 

以上でございます。 

 

成冨議員 

 議長。 

 

松隈議長 

 成冨議員。 

 

成冨議員 

 ちょっと用意しとった質問の方に移りたいと思いますが、ごめんなさい、今申し上

げたのは、決算の説明をさっきされたでしょ。 

その中で、こういう大きな動きがあるやつについては触れて欲しかったなあという

ことです。もう要望です。 

 それでは、ちょっと質問を今回は大きく 2 つします。 

１つは、決算書の５３ページ 款２項１目１節１８、居宅介護サービス給付費の中

の訪問介護サービスについて、訪問介護サービスにおける介護報酬引き下げの影響に

ついてお尋ねをします。 
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今年２月の定例会でですね、予算審査の際に、訪問介護報酬引き下げのサービス事

業者への影響について尋ねました。引き続きですね、このことについて、今それが現

状はどうなってんのか。 

全国のいろいろな報道を見ますとですね、事業所、いわゆる訪問介護サービス事業

所が、その１つの市、町ですよね、全くない自治体が増えてきていると。それが 

さらに増えてきているということで、大変危惧しておりますが、鳥栖広域の現状はい

かがでしょうか。 

 

森岡介護保険課長 

 議長。 

 

松隈議長 

 森岡介護保険課長。 

 

森岡介護保険課長 

 成富議員のご質問にお答えいたします。 

令和６年度に国の介護報酬の改定がございまして、サービス全体ですけども１．５

９％の引き上げが行われましたが、訪問介護につきましては、基本報酬が約２％引き

下げられております。 

一方で、介護職員等の処遇を改善するための関連加算が新たに福祉・介護職員等処

遇改善加算として一本化され、最大２４．５％の加算が取得できるような状況になっ

ております。 

処遇改善加算の昨年度末における取得の状況につきましては、圏域内の訪問介護事

業所全体の取得率は１００％、そのうち加算率が高い加算Ⅰ及び加算Ⅱの取得率は７

５％でありまして、事業所における処遇改善の取り組みが進んでいることがうかがえ

る状況でございます。 

令和６年度決算におきまして、こういった訪問介護に係る給付費の１件当たりの単

価は、令和５年度と比較して３．９％の増加となっているところでございます。 

議員よりご質問いただきました圏域内の訪問介護事業所の休廃止の現状といたし

ましては、令和６年度末時点で、事業所数は３１事業所ございます。 

そのうち、休止している事業所が２件、令和６年度中に廃止された事業所はござい

ませんでした。 

令和７年度に入り、８月現在において、休止が３件、廃止が３件でございます。 
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なお、事業の休廃止をしようとする事業者につきましては、利用者等に対しまして、

継続したサービスの提供が行われるよう、他事業者と調整を行うことが義務づけられ

ており、本圏域内の休廃止につきましても、他の事業者でのサービス提供の引き継ぎ

が行われたということを確認いたしております。 

報酬改定の影響につきまして、昨年度、国において「介護報酬改定の効果検証及び

調査研究調査」が実施されております。 

そのうち「地域の実情や事業所規模等を踏まえた持続的なサービス提供のあり方に

関する調査研究事業」の中のアンケートにおきまして、６７％の訪問介護事業所が、

職員の充足状況について「不足している」と回答されております。 

経営について感じる課題について、約５割が従業員の平均年齢が高いこと並びに経

営に十分な人材が確保できていないことと回答されております。 

現在、こうした状況に対する支援としまして、国は、令和７年度に人材確保の体制

を構築するための支援、経営改善支援を行うための「訪問介護等サービス提供体制確

保支援事業費補助金」を新設されております。 

また、賃上げに向けた取り組み等に必要な緊急措置としまして、処遇改善加算を取

得し、生産性向上に向けた取り組みを行っている事業所に対しまして、常勤の介護職

員 1 人当たり５万４，０００円相当の一時金を補助する「介護人材確保・職場環境改

善等事業」を行っており、申し込みにつきましても、締め切りを５月から１０月末ま

で延長されているところでございます。 

本組合としましても、事業所に対し、上位の処遇改善加算の取得等について啓発・

支援を行うとともに、報酬体系や処遇改善等の介護報酬の引き上げ等につきましては、

引き続き全国介護保険広域化推進会議等を通じて、国に要望をして参りたいと考えて

おります。 

以上、お答えといたします。 

 

成冨議員 

 議長。 

 

松隈議長 

 成冨議員。 

 

成冨議員 

 最後の方は、私が求めてる質問ではなかったんですけど、最終的にはそういうふう
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にやって欲しいんですが。 

これ、ちょっとおさらいのようになりますけど、されてる内容で言いますと、訪問

介護では令和６年度の報酬改定で、基本報酬ですよね、さっきいろいろ言われました

けど、基本報酬がマイナス２．４％だった。 

理由について、厚労省は２０２２年度の経営実態調査で、訪問介護の利益率が７．

８％と他のサービスよりも高かった点などを挙げていた。 

ただ、これについては、サービス付き高齢者向け住宅、サ高住とかいうそうですけ

ど、などを、こういうところはもう、効率的にずっと、１つの建物の中をして、訪問

介護サービスができる。 

そういうところの事業者が、利益率を押し上げているとの指摘が今、出てきている

と。 

一方で、地方を中心に利用者宅を１件ずつ回る事業所などからは、抗議の声も上が

っていたとあります。 

会合では、訪問介護に関する調査項目の追加を評価する声が相次いだ。 

今、訪問介護の事業所の倒産件数が、一番、過去最多という報道もなされており、

それでですね、こういう状況を、まず、やっぱり言うなら、国自身がですね、今申し

上げた報道の内容は、社会保障審議会介護給付費分科会の内容だと私は認識しており

ますが、国もこれを受けてですね、さっき申し上げた効率のいいサービス付き高齢者

向け住宅、それとそれじゃない地方を中心に利用者住宅を１軒ずつ、自転車もしくは

車でとかそういうところを分けて調査してくださいと、こういうところは、車で行け

ば、今やったらガソリン代なんかも高くて、そういうのも経営を圧迫している１つの

要因になっている、ひいては、倒産の要因になっているというふうに言われています。 

そこでちょっとお尋ねなんですけどね、今、お答えがあった鳥栖広域の訪問介護事

業所の休廃止について、その理由についてもう少し詳しく教えてください。 

また、２月議会の場で、私は鳥栖広域独自でもですね、事業者への丁寧な聞き取り、

いわゆる実態調査をする必要があるのではないかということを申し上げましたが、そ

の後、それについてはどうされたのか、お答えをお願いします。 

 

森岡介護保険課長 

 議長。 

 

松隈議長 

 森岡介護保険課長。 
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森岡介護保険課長 

成冨議員のご質問にお答えいたします。 

先ほど、鳥栖広域圏内の訪問介護事業所の休廃止について、現状を申し上げました。 

今年度における３件の休止の理由につきましては、いずれも介護従事者の人員不足

によるものでございます。 

また、廃止の理由につきましては、休止中でありました事業所が再開の見込みが立

たないということで廃止になったもののほか、圏域外への移転がございました。 

ご質問の中で言われました鳥栖広域独自の実態調査につきましては、来年度実施を

予定しております、介護保険第１０期事業計画策定に向けた実態調査の中で、圏域内

の事業所の実情を把握して参りたいと考えております。 

以上、お答えといたします。 

 

成冨議員 

 議長。 

 

松隈議長 

 成冨議員。 

 

成冨議員 

 はい。 

独自の調査はやっていないということでした。 

それでですね、お答えいただいたんですけど、休止の事業所が再開の見込みが立た

ず廃止になったその理由を私ちょっと尋ねていたんですよね。 

やはり、報酬の引き下げによる採算が取れないようになったとか、そういうことが

具体的には聞きたかったということを、申し上げておきます。 

それと、これについてはですね、その調査については、厚労省も一定の先ほど申し

上げたように、反省してというか、調査やっているようですけれども、やはり、やっ

ぱり現場の実態をですね、もう少し、組合自身としてもなんていいますかね、実際、

現場での声を聞いて、それを基に、厚労省、先ほど、広域の組織で国にもいろいろ申

していくような話もありましたけど、ぜひ、やっぱり実際目で触れて、実際の現場の

声を聞いていただきたいなっていうのを強く思います。 

 では次の質問です。 
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次はですね、決算書８１ページの、基金が３つありますが、その中の介護給付費準

備基金についてお尋ねをします。 

まず、介護給付費準備基金の推移を見ますと、先ほども説明の中でもありましたけ

ども、令和２年度末、これは議員勉強会でいただいた資料で見ると、４億６，２８９

万１，０８９円だったものが、令和６年度末で１２億５，００９万７，２２４円。 

そして、令和７年度補正の積立金１億１，５６９万７，８２２円、これまで加えま

すと、補正予算時点での基金の合計は全部で１３億６，５７９万５，０３６円にもな

るわけですね。 

これも事前に確認してるので間違いないと思いますが、端的にですね、この増え方、

そして基金の、この今の現在高、このことについての執行部の認識を確認したい。 

 

大石事務局長 

 議長。 

 

松隈議長 

 大石事務局長。 

 

大石事務局長 

 成冨議員のご質問にお答えいたします。 

介護給付費準備基金は、介護保険料の財源である６５歳以上の第１号被保険者の保

険料の余剰金などを積み立て、介護給付費の財源不足時に取り崩して充当するために

設置された基金でございます。 

令和２年度以降における基金増加の理由といたしましては、新型コロナウイルス感

染症拡大に伴い、介護給付費が介護保険事業計画の見込み額を大幅に下回ったこと、 

加えて、第１号被保険者の認定者に関して、計画値より軽度認定者数は上回り、より

給付費が必要な中、重度認定者数が下回ったことなどから、令和６年度決算における

介護給付費が計画に基づく当初予算と比較して５％減となり、財源不足とならなかっ

たことが主な原因であると考えております。 

その結果、介護給付費準備基金が増加し、現在の基金残高になったものと認識して

いるところでございます。 

以上お答えといたします。 
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成冨議員 

 議長。 

 

松隈議長 

 成冨議員。 

 

成冨議員 

 準備金っちゅうのはどういうものかっていう説明をしていただきましたが、私が尋

ねたのはそうではなくてですね、端的に言うと、いやこれぐらいいるんですよという

立場なのかそれとも、ちょっとやっぱり貯まり過ぎたねっていうふうに思っておられ

るのか、そういうところをお尋ねしたかったんですけどね。 

そういう答えは残念ながらありませんでした。 

もう、次のところで、ひょっとしたらお答えいただけるかもしれないんで、そのま

ま次の質問をしますけど。 

私の認識では、たまり過ぎてると思っています。 

たまっているっていう私の認識ですね。 

それで、ならばこの基金をもっと有効に何か使えないかと、活用できないかいうこ

とを思っています。 

何か方策はないのだろうかということを思って、それでですよ、先ほど質問しまし

た介護報酬の引き下げによる事業所の今の、この、事業所が大変な状況にあるってい

うことに対する支援なんかできないのかなというのを思っています。 

例えば、新潟県の村上市、それから岩手県の宮古市、こういうところでは、財政的

支援などをやっています。例えばですね。 

それから、この頃見たやつでは、何か東京の品川区だったかな、そういうところで

もやってる。いうことをちょっとニュースで見ました。 

やはりですね、私は、そういう今困っておられる、特に、もともとの報酬引き下げ

が、ちょっと根拠のないといいますか、本来は報酬を引き上げるべきところを、引き

下げてしまった国の責任などを考えればですね、やはり、何か単独でも、この広域で

できることがないのかと思います。 

もちろん、基金はさっき言ったようにいやこれぐらい貯めておくのは当たり前だか

ら、これでも足りないんですよと貯めておかないといかんのですよということであれ

ば、そのように答えてもらっても構いませんので、答弁をお願いします。 
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大石事務局長 

 議長。 

 

松隈議長 

 大石事務局長。 

 

大石事務局長 

 成冨議員のご質問にお答えいたします。 

議員ご指摘ございました、サービス事業者への財政的支援などにつきましては、一

義的には国による適正な介護報酬改定等が必要であると考えておりますが、介護給付

費準備基金の活用方法につきましては、中長期的な課題を含めた他保険者における当

該基金の活用状況等も踏まえ、調査研究して参りたいと考えております。 

以上お答えといたします。 

 

成冨議員 

 議長。 

 

松隈議長 

 成冨議員。 

 

成冨議員 

 はい。じゃ、ちょっとさ、質問はもう終わりますけど最後に。今、調査研究とか言

われましたけども、調査研究ちゅうのはかなり悠長なときに使う言葉だと私は捉えて

おります。そうじゃなくて、今困っておられるんですから、そういうときに使えない

かっていう意味なんです。 

休止が３件、廃止が３件ということでしたよね。 

前回聞いたときよりも増えています。 

保険あってサービスなしといった状況は絶対に避けなければなりません。 

もし、基金を使えるのであれば、そのことに限らずでもいいですので、積極的に対

応すべきということを申し上げて質問を終わります。以上です。 
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松隈議長 

 他にありますか。 

 〔 「なし」と呼ぶ者あり  〕 

 

松隈議長 

質疑を終わります。 

本案は、討論を省略して直ちに採決を行います。 

議案第１３号について、原案通り決することにご異議ございませんか。 

 

〔 「異議なし」と呼ぶ者あり 〕 

 

松隈議長 

ご異議なしと認めます。 

よって、議案第１３号、令和６度鳥栖地区広域市町村圏組合介護保険特別会計決算

認定については、原案のとおり認定することに決しました。 

 

松隈議長 

それではここで資料配布のため休憩いたします。 

 

（１５：４５休憩） 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

〔 議案第１４号 鳥栖地区広域市町村圏組合議会の個人情報の保護に関する条

例の一部を改正する条例を議長に提出 〕 

 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

（１５：５０開議） 

 

松隈議長 

それでは再開いたします。 

休憩前に引き続き会議を続行いたします。 

只今、お手元に配布のとおり、議案第１４号、鳥栖地区広域市町村圏組合議会の個

人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例及び議案第１５号、鳥栖地区広域市

町村圏組合情報公開・個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例を日程に追加し、

議題といたしたいと思います。 
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これにご異議ございませんか。 

 

〔 「異議なし」と呼ぶ者あり 〕 

 

松隈議長 

ご異議なしと認めます。 

よって、議案第１４号、鳥栖地区広域市町村圏組合議会の個人情報の保護に関する

条例の一部を改正する条例及び議案第１５号、鳥栖地区広域市町村圏組合情報公開・

個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例を日程に追加し、議題とすることに決

しました。 

 

松隈議長 

 日程第１２、議案第１４号、鳥栖地区広域市町村圏組合議会の個人情報の保護に関

する条例の一部を改正する条例を、議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

末次副議長 

議長。 

 

松隈議長 

 末次副議長。 

 

末次副議長 

それでは、議案第１４号、鳥栖地区広域市町村圏組合議会の個人情報の保護に関す

る条例の一部を改正する条例について、提案理由を説明いたします。 

行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一

部改正等に伴い、関係条例を成立する必要があるため、改正するものでございます。 

よろしくお願いいたします。 

 

松隈議長 

 はい、説明が終わりました。 

それでは、質疑を行います。 
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〔 「なし」と呼ぶ者あり 〕 

 

松隈議長 

質疑を終わります。 

本案は、討論を省略して直ちに採決を行います。 

議案第１４号について、原案通り決することにご異議ございませんか。 

 

〔 「異議なし」と呼ぶ者あり 〕 

 

松隈議長 

ご異議なしと認めます。 

よって、議案第１４号、鳥栖地区広域市町村圏組合議会の個人情報の保護に関する

条例の一部を改正する条例は、原案の通り決しました。 

 

（１５：５５休憩） 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

〔 議案第１５号 鳥栖地区広域市町村圏組合情報公開・個人情報保護審査会条例

の一部を改正する条例を議長に提出 〕 

 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

（１６：００開議） 

 

松隈議長 

 日程第１３、議案第１５号、鳥栖地区広域市町村圏組合情報公開・個人情報保護審

査会条例の一部を改正する条例を、議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

 

大石事務局長 

 議長。 

 

松隈議長 

 大石事務局長。 
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大石事務局長 

 ただいま議題となりました議案第１５号、鳥栖地区広域市町村圏組合情報公開・個

人情報保護審査会条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 

追加議案第１５号をお願いいたします。 

本条例につきましては、設置の目的として、第２条第４号に議会の個人情報の保護

に関する条例の条文を参照している文言があり、その条文が、先ほどご審議いただき

ました議案第１４号の改正により、条ずれとなることから併せて改正を行うものです。 

なお、本条例につきましては、公布の日を施行日といたしております。  

以上で説明を終わります。 

よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

 

松隈議長 

説明が終わりました。 

それでは、質疑を行います。 

 

〔 「なし」と呼ぶ者あり 〕 

 

松隈議長 

質疑を終わります。 

法案は、討論を省略して直ちに採決を行います。 

議案第１５号について、原案通り決することにご異議ございませんか。 

 

〔 「異議なし」と呼ぶ者あり 〕 

 

松隈議長 

ご異議なしと認めます。 

よって、議案第１５号、鳥栖地区広域市町村圏組合情報公開・個人情報保護審査会

条例の一部を改正する条例は、原案の通り決しました。 

 

松隈議長 

以上で、本日の議事日程はすべて終了いたしました。 

これにて、令和７年８月鳥栖地区広域市町村圏組合議会定例会を閉会いたします。 

ありがとうございました。 
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 （１６：２３閉会） 
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地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 員 

 

 

 

 

議 員 

 

 

 


